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１．はじめに 

Alice事件後は、クレーム発明が米国特許法第 101条に規定の特許適格性を有しているか否か

に関し、審査官による認定に不安定さが存在することは否めません。Alice 事件において連邦最

高裁判所により確立された"two-part framework"を用いて特許適格性を検討する場合、クレーム

発明を全体として見るのではなく、主観的にクレーム発明を抽象的な部分とそうではない部分と

に分けて見ることができます。 

 

このように Alice事件の影響下で、Enfish事件と TLI事件との差異は、特許適格性の理解に決

定的な役割を果たす可能性があります。なぜなら、上記差異は、非常に多くのソフトウェア関連

／コンピュータ関連発明が特許適格性を有するか否かを判断するための道標として利用し得る

からです。 

 

Enfish事件は、コンピュータ関連技術に対する改良が、ソフトウェアであろうとハードウェア

であろうとに関係なく、それ自体で且つ独りでに、抽象的概念に係るものではないという考えを

支持しています。これに対し、TLI事件は、一般的なコンピュータ技術を使用して手順を実行し

ているだけであり、それゆえ、クレーム発明に特許性を付与するものではないことを再確認して

います。 

 

このように、Enfish事件においては、クレーム発明が新技術の発明を規定しているのに対し、

TLI事件においては、クレーム発明が平凡なありきたりの技術の使用を規定しており、これら二

つの判例は、明確に一線を画すものであると理解できます。 

 

このような状況下で、Enfish 事件後の最近の CAFC 判決に基づいて、コンピュータ関連発明

が特許適格性を有しないと認定された場合、どのように対応すれば認定を克服し得るかが示され

た最近の CAFC判例について、以下に説明します。 
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